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2019年度個人所得税総合所得の確定申告に係る政策の正式公布 

概要 

「2019年度個人所得税総合所得の確定申告手続きに関する国家税務総局の公告
（意見募集稿）」（以下「意見募集稿」）を対象とするパブリックコメント募集完了
後、国家税務総局は2019年12月31日付けで、「2019年度個人所得税総合所得
の確定申告手続きに関する公告」（以下「44号公告」）を正式に公布した。同公告
は、2019年度個人所得税総合所得の確定申告の詳細を明らかにした。 

           主な変更内容 

44号公告は基本的に意見募集稿の内容を継承し（詳細はKPMG「チャイナタック

スアラート」2019年12月第39回参照）、主に下記の内容について修正・補足した。 

源泉徴収義務者の義務 

• 源泉徴収義務者は、納税者に申告代行を依頼された場合、申告を代行する

か、または納税者がオンライン税務局（スマートフォンの個人所得税アプリを含

む）を通して年度確定申告及び税金還付・追納を完了できるよう指導・サポート

する。 

• 源泉徴収義務者に代行を依頼した納税者は2020年4月30日までに源泉徴収

義務者と書面をもって確認し、2019年度において納税者が自社以外で取得した

総合所得、関連控除項目、税制優遇の適用などの情報資料を提出しなければな

らない。納税者は提出した情報の真実性、正確性、完全性について責任を負わな

ければならない。 

本アラートの分析対象法規︰ 

• 「2019年度個人所得税
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申告情報及び資料の保管 

• 納税者が年度確定申告を行う際、税務機関に年度確定申告書を提出する
ほか、規定通りに本人の基本情報（必要な場合）を変更しなければならな
い。新規の控除項目もしくは税制優遇政策を適用する場合、納税者は記入
した情報を確認し、その真実性・正確性・完全性を確保しなければならない。 

• 納税者及び年度確定申告を代行する源泉徴収義務者は、確定申告書及

び納税者の総合所得、控除項目、納付済み税額もしくは税制優遇などに関

連する資料を、確定申告完了日以降の5年間保管しなければならない。 
 

KPMGの所見 

44号公告は意見募集稿と比較すると、総合所得の確定申告における納税者及び

源泉徴収義務者の責任と義務をより明確にし、従来の源泉徴収の利点を活かし

て、個人納税者がより税務関連手続きを行いやすいよう改善する。 

一方、多くの源泉徴収義務者が関心を寄せる代行義務を明確にするとともに、源
泉徴収義務者が申告代行するほか、納税者がオンライン税務局を通して自ら確定
申告及び税金還付・追納を行えるよう自社従業員を指導・サポートする方法も提
示した。また、税務機関が今後公布する予定の一連のサービス改善措置（政策
解説及び実務指導の強化、源泉徴収企業への申告ソフトの一括提供などを含む）
も一定程度に源泉徴収義務者の負担を軽減できる見込みである。 

今回の個人所得税改革及び近日開始される個人所得税確定申告は、納税者

及び源泉徴収義務者に大きな挑戦をもたらすだろう。税務関連事項の複雑性及

び専門性を考慮し、44号公告では確定申告の代行依頼を強調した。すなわち、

源泉徴収義務者及び納税者は適正かつ適時に関連責任・義務を果たすために事

務サービス専門機構に援助を求めるよう推奨される。企業は下記いずれかの状況

にある場合、早期に専門機構に連絡し、2019年度の確定申告の段取り及び実

施に関して支援を求めるよう提案する。 

- 従業員数が多く、人事部門のリソースに限りがある場合 

- 人員の流動性が高い場合。例えば、当年度にグループ内の異動が生じたため、確
定申告を行う必要のある従業員数が多いと想定される場合 

- 従業員の構成が複雑であり、申告手続きの実施難易度が高い場合。例えば、現

地で雇用された外国籍従業員、国外から派遣された外国籍従業員、海外に赴

任する中国籍従業員など 

企業並びに納税者の方々は、政策の動向及び実務事例について何時でもKPMG

までお気軽にお問い合わせください。KPMGは常に税務の最新動向及び最前線の

情報を紹介し、効果的な支援を提供いたします。 
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共に新たなパワーを呼び込み、 
租税のルートも自ずから広がって行く。 
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